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様式第３号（第７条関係） 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称  水戸市環境審議会 

 

２ 開催日時  令和６年５月 20 日（月）午後２時から午後２時 40 分まで 

 

３ 開催場所  市役所４階 政策会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

 (1) 委 員 

鈴木優，深澤敏幸，堀井武重，豊田光恵，園部優，樫原英千世，原口弥生，森島康， 

安昌美，髙橋正道，土田記代美，高倉富士男，松下茂夫 

(2) 執行機関 

篠原芳之，坪井正幸，飯村久美，近藤雄希，國分丈治，角田光紀，宮田望 

(3) その他 

委員欠席者：櫻場誠二，山本早里，小菅次男，澁谷史子 

５ 議題及び公開・非公開の別 

水戸市環境基本計画（第３次）素案について  (公開) 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数  ０人 

 

８ 会議資料の名称 

 (1) 令和６年度第１回水戸市環境審議会次第 

(2) 水戸市環境審議会委員名簿 

(3) 水戸市環境審議会条例 

(4) 資料１ 水戸市環境基本計画（第３次）案 

(5) 資料２ 水戸市環境基本計画（第３次）について（答申）（案） 
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９ 発言の内容 

執行機関 本日はお忙しい中，令和６年度第１回水戸市環境審議会にお集まりをいただきまして，

誠にありがとうございます。 

新年度となり，はじめて御出席する方もいらっしゃいますので，御挨拶させていただきます。

私，水戸市環境保全課長の坪井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

水戸市環境審議会は，環境保全対策に関する基本的事項の調査及び審議をするため設置され

た本市の附属機関であり，関係機関，団体の役職員及び学識経験者などから組織しております。 

本日は，昨年度から策定を進めておりました水戸市環境基本計画（第３次）につきまして，

御意見を頂戴できればと思いますので，よろしくお願いいたします。 

それでは，議題に入る前に，本審議会の会長であります  会長から御挨拶をお願いいたし

ます。 

 （会長挨拶） 

執行機関 ありがとうございました。 

では，本日の議題に入る前に，出席者数を報告させていただきます。本日の審議会では，出

席者数は委員数 17 名のうち，13 名となります。委員の２分の１以上の出席がありますので，

水戸市環境審議会条例第６条第２項に基づき，本審議会は成立していることを申し上げます。 

また，本審議会につきましては，水戸市附属機関の会議の公開に関する規程第３条に基づき，

原則公開とさせていただきますが，本日傍聴の希望等はございません。 

次に，新たに委員となられた方もいらっしゃいますので，自己紹介をお願いしたいと存じま

す。新委員の方には委嘱状を配布させていただきましたので御確認ください。それでは，  様

から時計回りでお願いいたします。 

（委員自己紹介） 

執行機関 ありがとうございました。なお，本日は，  様，  様，  様，  様が所用に

より欠席となっております。続きまして，事務局の職員を紹介いたします。 

（職員自己紹介） 

次に，配布しております資料の確認をさせていただきます。次第，委員名簿，水戸市環境審

議会条例，資料１水戸市環境基本計画(第３次)案，資料２水戸市環境基本計画（第３次）につ

いて（答申）(案)以上でございます。資料の不足等はございませんでしょうか。 

特にないようですので，議題に入らせていただきます。これからの進行につきましては，水

戸市環境審議会条例第６条第１項に基づき，  会長に議長をお願いいたします。 

会長 委員の皆様よろしくお願いいたします。まず，議事録署名人を指名させていただきます。 

委員，  委員よろしくお願いいたします。それでは議題に入らせていただきます。 

まず，議題（１），水戸市環境基本計画（第３次）案でございます。こちらの内容につきまし

ては，前回の審議会で概ね御了承をいただいておりますが，実施した意見公募手続きの結果や

修正点につきまして，事務局から説明願います。 

執行機関 （議題について説明） 

会長 ありがとうございました。御質問等あればお願いいたします。いかがでしょうか。特にな

ければ次の議題に移ります。議題(２)答申案についてでございます。答申につきましては，委
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員の皆様の意見を反映させた水戸市環境基本計画（第３次）案とあわせて，本計画を推進する

に当たり，水戸市に留意していただきたい事項について，当審議会としての意見を付則したい

と考えております。 

資料２を御覧ください。これまでの審議会で委員の皆様から出た意見を基に，事務局に要望

をまとめていただきました。事務局から読み上げをお願いします。 

執行機関 （答申案読み上げ） 

会長 ありがとうございました。こちらについてはいかがでしょうか。５点にまとめていただい

ております。１点目が気候変動，２点目が水辺環境，３点目が環境保全活動における協働体制，

４点目が様々な環境問題を総合的に捉えるという視点，５点目がPDCA，ということですがいか

がでしょうか。 

  １点確認なのですが，気候変動には別の計画があるので，答申ではこのような形の記載とい

うことでしょうか。 

執行機関 別計画の水戸市地球温暖化対策実行計画（第２次）を昨年度策定いたしましたので，

今回はその総括という部分を環境基本計画に取り入れてございますので，今回の答申案につき

ましても，このような形となっております。 

会長 連携や研究ももちろん大事なのですが，2030年も近いので，もう少し踏み込んだ言葉を入

れてもいいのではないかと思いました。 

委員 ２点目の水辺環境の保全についてですが，これは，他の河川等も含めての水辺環境という

理解でよろしいでしょうか。 

執行機関 今回は千波湖に特化してまとめさせていだたきました。当然，千波湖以外の水辺環境

もございますので，他についても含めたいということであれば，修正させていただきますがい

かがでしょうか。 

委員 水戸市内，千波湖以外に様々な河川や水資源が豊富です。そういったところも環境保全が

必要かなと思いますので，修正できるのであればお願いいたします。 

会長 それでしたら，「千波湖の水質浄化に努めるとともに，市内の水辺環境の保全を進めるこ

と。」と，「市内の」を追加してはいかがでしょう。 

委員 よろしくお願いします。 

会長 他いかがでしょうか。 

委員 答申案についてはこのままでよろしいかと思います。従来の温暖化対策といえば，どちら

かといえば温室効果ガスの削減など，緩和策が中心となっておりましたが，近年は，緩和策に

あわせて適応策というのが非常に重要視されるようになってきました。４点目については適応

策に係るものであり,ぜひ適応策を全庁的に進めていっていただければと思います。 

委員 資料１の20ページ，千波湖等の水質を改善の部分ですが，導水の実績について記載がない

ので，今回の計画は構いませんが，今後，導水の実績は，書いておいたほうがいいのかなと思

います。 

  私は昔，千波湖に関わったことがございます。60年以上も前の話ですが，千波湖にはオニバ

スというものがたくさんあって，ボートが漕げない状況で，県職員はオニバス刈りに狩りださ

れました。現在はオニバスは野生ではありません。そういう大きな変化がありましたので，実
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績みたいなものはどこかに残しておいたほうがいいのかなと思います。 

執行機関 今後，施策の進捗状況管理を行ってまいります。その中で導水の実績についてもお示

しますので，委員の皆様の御意見を賜りたいと思います。 

会長 他いかがでしょうか，意見がないようですので，私から市長に答申いたしますのでよろし

くお願いいたします。皆様，水戸市環境基本計画（第３次）の作成に御意見をいただき，あり

がとうございました。以上で本日の議題は終了となります。委員の皆様，活発な御意見ありが

とうございました。進行を事務局に戻します。 

執行機関   会長，委員の皆様ありがとうございました。 

昨年度から，水戸市環境基本計画（第３次）の策定に多大な御協力をいただき，ありがとう

ございました。明日，  会長からの市長への答申，内部的な庁議を経て本計画を決定してま

いります。計画を決定し，製本しましたら，皆様に報告いたします。 

今後は，本計画に基づく施策を推進し，本市の環境保全を図ってまいりますので，引き続き

御協力の程よろしくお願いいたします。 

それでは皆様，長時間お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 


